
第３回　幹事会　議事録

１．日　時　２０２３年６月２１日（水）午前１２時００分～午後１時００分
１．場　所　Ｚｏｏｍミーティング
１．出席幹事　＜五十音順・敬称略＞
【Ｚｏｏｍミーティングによる出席】
岩本 朗、由良尚文、枝川直美、足立 啓成、西祐亮、中原大雄、岩永惠子、
植木和彦、斎藤浩、下迫田 浩司、広瀬元太郎、松井淑子、今井力、岩佐 賢次、
藤田さえ子、村田浩治、加藤 知徳、松本康之、濵田雄久、村瀬謙一、松尾洋輔、
福田 健次、西田敦、溝上絢子、柳本哲亨、安原邦博、増田広充	
（オブザーバー：高江俊名，下枝歩美（議事録作成））

幹事総数　　　　　　　　　８５名
出席幹事の数　　　　　　　２７名
委任状による出席幹事の数　３４名
合計　　　　　　　　　　　６１名（重複あり）

　上記のとおり定足数に足る幹事の出席があったので，本幹事会は適法に成立し，幹事長岩本朗は本幹事会の議長として副幹事長足立啓成を指名した。議長は，開会を宣し，直ちに議案の審議に入った。

【議事の内容】

１　会費免除申請承認の件【決議】資料１
　議長（会計担当副幹事長）：
会費免除については会費規則第２条に定めがあり、届け出が必要となっている。資料１のとおり５名から会費免除の申請があった。本議題の内容については、各会員のセンシティブ情報につき、取扱にご注意をお願いする。

かかる議題について承認することについて，別段の異議なく賛成多数で可決された。
２　年度途中になされる会費免除承認につき幹事長に一任すること【決議】
議長（会計担当副幹事長）：
形式的なものが多いので、正副幹事長会に一任していただければと考える。仮に可決された場合であっても、申請内容によっては個別に幹事会で審議すべき事案もあると考える。本決議事項につきましは、昨年度の幹事会においても、審議されており、可決承認されている。
かかる議題について承認することについて，別段の異議なく賛成多数で可決された。

３　次年度大弁副会長推薦立候補届出と候補者の意見を聞く会開催（７月２６日）の件
選考委員長：
５月２５日に第１回選考委員会があり、会長候補者の選考は行わない、副会長候補者の選考を行うことを決議し、届け出期間を設定した。松井淑子会員から副会長候補者に立候補する届出を受領した。
７月２６日午後１時から松井会員の意見を聞く会が開催される。ハイブリッド開催であるが、大阪弁護士会へのリアル参加もお待ちしている。

４　会費減額検討PT報告
　　幹事長：
PTの座長は副会長経験者である平野惠稔会員にお願いし、了承いただいている。その他のメンバーへの打診はまだ行っていないが、会計担当副幹事長経験者をと思っている。また、足立副幹事長、溝上副幹事長にも参加していただく。
大きな方向としては、全会員の一律減額と、若手の減額という２つがある。どちらの方向で行くのかは幹事会で決めたい。PTではどの程度の減額が可能か等をシミュレーションしてもらう。

　　Ａ会員：
減額方向そのものはほぼ決まっているような説明であったが、減額しない、こういうことに会費を使おうよという検討もあり得ると思う。

幹事長：
減額しないという意見はあり得るが、それはPTマターではない。減額しても会の活動は持続可能という方向になると思う。

５　いわゆる谷間の世代の会費減額措置の期間延長に関する検討
　　議長：
会費規則２条第２項３号に減額規定があり、修習終了後５年後から１０年未満の年度に置いて１万円の減額がなされる。６５期が本年度減額対象から外れる。会費規則の付帯決議には、総会決議による改正することがあるとも定められている。
　　
幹事長：
付帯決議は、抜本的な対策がなされた場合に減額措置をやめるという、むしろ廃止を念頭に置いて規定されたものだと思う。しかし、まだ抜本的な対策は実現していない。すでに１０年経過しているので継続不要という意見もあり得る。
　　
Ｂ会員：
全体の減額の話ともリンクするので、これだけで決められない。
　　
幹事長：
減額ＰＴの意見を聞いてから検討か。

Ｃ会員：
届出制になっているが、どれくらい減額の届け出があるのか。

議長：
届出制ではあるが、ほとんどの対象会員が届けている。
正副幹事長会でも議論し、次回幹事会で報告する。

６　各種委員会からの活動報告
（１）政策委員会（委員長：松井淑子）資料２
１つめ、インボイスの研修に現在ｚｏｏｍでの申込者が１００名以上ある。リアル参加もまだ席が空いているのでご参加いただきたい。
２つめ、ＡＩ関連。チャットＧＰＴの弁護士業務へ与える影響を取り上げたい。光（活用方法）と影（問題点、危険性）の両面を考えたい。

（２）研修委員会（委員長：今井力）資料３
離婚研修は懇親会を含めて大盛況だった。
靴磨き研修を開催してほしいとの声をいただいていた。実際に磨いていただく。
プリズン・サークルを上映することが決定した。
ヒヤリハット研修はランチタイム研修として実施。

（３）広報委員会（委員長：松尾洋輔）資料４
６月号を発行した。
秋号の企画を検討している。
特集１はウェブ裁判。アンケートをとっているので、回答いただければ参考にする。
特集２は東北復興の今。視察、取材旅行を行う。復興記念館を見学する。

（４）親睦委員会（委員長：西田敦）資料５
５月２９日に謎解きイベントを開催した＠チルコロ
２０名が定員のうち１９名参加いただいた。特に若手に多く参加いただいた。
８月２日にビアパーティーを若手会と共催で開催する。事務局も参加できる。ゲームもあり、景品もあるので、参加お待ちしている。
宝塚観劇イベントが１０月２１日。
ワインの夕べは１１月に開催する。
１月２９日　副会長就任祝い＆新人歓迎会。

（５）若手会（世話役代表：安原邦博）資料６
　６月９日浦先生が講師を務め、破産研修をした。毎年好評。若手の懇親としても良かった。破産研修２回目は日程調整中。
ビアパーティーは親睦会から報告があったとおり共催で開催。
７　大弁会務報告（副会長：高江俊名）資料７
　　６月１６日に日弁連定期総会が無事開催された。
私が担当した会長声明を６月６日、９日と続けて出した。
　　６月６日はトランスジェンダーの会員弁護士に対する差別的言辞を以ての殺害予告を強く非難する会長声明。短くても良いから早く声明を出したほうが良いとの意見があり、発出した。大阪弁護士会のツイッターでも出した。表示回数が突出して多く８万７０００回閲覧されている。
　　６月９日は入管法改訂法案の成立に強く抗議する会長声明。会長のインタビュー動画を作成し、ＨＰに掲載している。広報室の小林室長の方針で、世間が注目しているような判決があった時等は、タイムリーに動画を掲載していくようにしていく。これが第1弾。弁護士会の発信力を高めていく。これもツイッターで１万３０００回くらい表示されている。
　　　今後の行事として、７月８日に憲法週間記念連続シンポとノーモアえん罪！があるが、日程が重なってしまっている。シンポは特にリアル参加をお待ちしている。

幹事長：
ＦＡＴＦの報告書の提出状況についてはどうなっているか。

高江副会長：
確認して、必要あれば督促する。

８　各種行事の案内 
　　幹事会懇親会　７月７日１８時３０分～
　 ご参加いただける方は枝川副幹事長までご連絡ください。

９　その他
幹事長：
６月２７日に大阪弁護士会の定期総会がある。委任状を提出いただければと思う。
　　　　以　　上

